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情報ネ ッ ト ワ ー ク
INFORMATION

本石岡本庁舎　℡ 23-1111 ㈹
〒 315-8640　
　石岡市石岡一丁目 1 番地 1

支八郷総合支所　℡ 43-1111 ㈹
〒 315-0195　
　石岡市柿岡 5680 番地 1

開庁時間：月～金 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
※水曜日は午後 7 時まで ( 一部業務のみ）

本

支

防災行政無線無料テレフォンサービス
防災行政無線が聞き取れなかったとき…
℡ 0120-99-6907（通話料無料）

防災ラジオ申請はお済みですか？
緊急地震速報など、防災情報がいち早く放
送されます。申請は防災危機管理課まで。
問防災危機管理課　℡ 23-7284

く
ら
し
・
手
続
き

※料金の記載のないものは無料

補
装
具
に
関
す
る
費
用
が

補
助
さ
れ
ま
す

▼
障
が
い
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
体

の
機
能
を
補
う
た
め
の
装
具

の
購
入
・
修
理
に
関
す
る
費
用

の
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

令
和
３
年
度
よ
り
筋
電
義
手

が
支
給
基
準
に
追
加
さ
れ
ま

し
た
。
補
装
具
の
種
目
は
厚
生

労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
確

認
で
き
ま
す
▼

申
請
場
所
／
①　
社
会
福
祉
課

②　
市
民
窓
口
課

対
象
／
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持

ち
の
人
（
各
補
装
具
に
応
じ
た

障
害
者
手
帳
な
ど
が
必
要
）

問
　
社
会
福
祉
課

　
℡
23
・
５
５
６
９

本

本

支

避
難
行
動
要
支
援
者

名
簿
に
登
録
を

▼
市
で
は
、
災
害
発
生
時
や
災
害

発
生
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
避

難
す
る
際
に
、
助
け
や
支
援
が

必
要
な
人
の
登
録
を
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。
登
録
さ
れ
た
名

簿
は
、
地
域
支
援
者
、
市
関
係

者
、
自
主
防
災
組
織
、
民
生
委

員
児
童
委
員
や
社
会
福
祉
協

議
会
、
警
備
関
係
者
な
ど
に
提

供
し
ま
す
。

対
象
／
※
入
院
・
入
所
者
を
除
く

①
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯

②
65
歳
以
上
の
み
の
世
帯

③
65
歳
以
上
で
日
中
１
人
に
な
っ

て
し
ま
う
人

④
要
介
護
認
定
３
以
上
の
人

⑤
障
害
者
手
帳
、
養
育
手
帳
な
ど

を
所
持
し
て
い
る
人

⑥
妊
婦
、
乳
児　
⑦
難
病
患
者

⑧
そ
の
他
避
難
に
支
援
を
必
要
と

す
る
人

登
録
方
法
／
申
請
書
を
窓
口
へ
持

参
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
提
出
。

申
請
書
は
窓
口
、
郵
送
も
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
▼

問
　
社
会
福
祉
課

　
℡
23
・
５
５
６
９

障
が
い
が
あ
る
児
童
を

養
育
す
る
人
へ

障
が
い
が
あ
る
児
童
を
養
育
す
る
人

特
別
児
童
扶
養
手
当

▼
20
歳
未
満
の
障
が
い
児
の
父
母

ま
た
は
養
育
者
に
対
し
て
手

当
を
支
給
す
る
制
度

在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

▼
20
歳
未
満
の
在
宅
心
身
障
が
い

児
を
介
護
し
て
い
る
保
護
者
に

手
当
を
支
給
す
る
制
度

※
障
害
児
福
祉
手
当
と
併
給
不
可

在
宅
で
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
人

特
別
障
害
者
手
当

▼
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
が

あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
障
が
い
者
に
対
し
て
手

当
を
支
給
す
る
制
度

障
害
児
福
祉
手
当

▼
身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
が

あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
20
歳
未
満
の
在
宅
の
障
が

い
児
に
対
し
て
手
当
を
支
給

す
る
制
度

※
在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当
と

併
給
不
可

　
支
給
要
件
や
支
給
金
額
な
ど
の

詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
▼

問　
社
会
福
祉
課

　
℡
23
・
５
５
６
９

本

本

広 告 掲 載 欄 広 告 掲 載 欄



く
ら
し
・
手
続
き

相

談

募

集

お
し
ら
せ

講
座
・
教
室

健

康

イ
ベ
ン
ト
・
催
し

利
用
方
法
や
対
象
店
舗
な
ど
の

詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
▼

問　
商
工
課　
℡
23
・
５
５
０
１
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家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

ご
連
絡
を

▼
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
時

点
で
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て

い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
年

内
に
家
屋
（
居
宅・店
舗
な
ど
）

の
取
り
壊
し
の
確
認
が
で
き

な
い
と
次
の
年
度
も
課
税
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
家
屋
を
取

り
壊
し
た
場
合
や
家
屋
の
用

途
を
変
更
し
た
場
合
は
、
お
早

め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
　
税
務
課　
℡
23
・
７
２
９
５ 

本

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の

申
告
を
お
願
い
し
ま
す 

▼
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
で

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

人
は
、
１
月
31
日
月
ま
で
に
、

申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
申
告
に
基
づ
き
令
和
４

年
度
の
固
定
資
産
税
（
償
却

資
産
）
を
算
出
し
ま
す
の
で
、

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
人

・
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
個

人
ま
た
は
法
人

・
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
で
事
業
を
営
ん
で
は
い
な

い
が
、
事
業
用
の
償
却
資
産
を

貸
し
付
け
て
い
る
個
人
ま
た

は
法
人

申
告
期
限
／
令
和
４
年
１
月
31
日

月
（
郵
送
の
場
合
は
必
着
）

申
告
方
法
／
令
和
３
年
度
に
申
告

を
し
た
人
は
、
１
年
間
の
償
却

資
産
の
増
減
を
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
令
和
３
年

度
に
電
算
申
告
を
し
た
人
や
、

事
業
を
始
め
た
人
、
新
た
に
申

告
す
る
人
は
、
１
月
１
日
に
所

有
し
て
い
る
す
べ
て
の
償
却

資
産
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
度
に
申
告
さ
れ
た
人
に

は
、
12
月
中
旬
頃
に
申
告
用
紙

を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。
新
た

に
申
告
す
る
人
や
申
告
用
紙

が
届
か
な
い
人
は
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問　
税
務
課　
℡
23
・
７
２
９
５

第
２
弾
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
を

使
っ
て
石
岡
で
お
買
い
物
！

期
間
／
令
和
４
年
１
月
５
日
水
～

31
日
月

付
与
率
／
利
用
金
額
の
最
大
30
％

付
与
上
限
／
決
済
１
回
当
た
り

１
０
０
０
円
相
当
、
期
間
中
は

１
人
１
万
円
相
当

事
業
者
対
象
給
付
金

営
業
時
間
短
縮
要
請
等

関
連
事
業
者
応
援
給
付
金

対
象
／
市
内
に
主
た
る
事
業
所
を

有
す
る
中
小
企
業
者
等
ま
た
は

個
人
事
業
主
で
、
県
の
「
営
業

時
間
短
縮
要
請
等
関
連
事
業
者

一
時
支
援
金
（
第
１
弾
～
第
３

弾
）」
の
支
給
を
受
け
た
人

※
そ
の
他
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
▼

給
付
額
／
１
事
業
者
あ
た
り
20
万

円
※
１
事
業
者
１
回
限
り

受
付
期
間
／
令
和
４
年
２
月
28
日

月
ま
で

申
請
方
法
／
郵
送
申
請

問　
商
工
課　
℡
23
・
５
５
０
１

本

高
齢
者
等
へ
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

検
査
実
施
日
（
12
月
～
３
月
）

石
岡
保
健
セ
ン
タ
ー
／
12
月
13

日
・
令
和
４
年
１
月
17
日
・
２

月
14
日
・
３
月
14
日
月

八
郷
保
健
セ
ン
タ
ー
／
12
月
20

日
・
令
和
４
年
１
月
31
日
・
２

月
28
日
月
・
３
月
22
日
火

自
己
負
担
金
／
３
０
０
０
円

対
象
／

①
65
歳
以
上
の
人
（
検
査
実
施
日

時
点
）

②
基
礎
疾
患
を
有
す
る
人（
慢
性
閉

塞
性
肺
疾
患
・
慢
性
腎
臓
病
・

糖
尿
病・高
血
圧・心
血
管
疾
患
）

③
肥
満
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
30
以
上
）
の
人　

予
約
方
法
／
検
査
実
施
日
１
週
間

前
ま
で
に
電
話
で
予
約

予
約
電
話
番
号
／
八
郷
保
健
セ
ン

タ
ー　
℡
43
・
６
６
５
５　

　
（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

※
年
末
年
始
・
祝
日
を
除
く

詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
▼

問
　
高
齢
福
祉
課

　
℡
23
・
７
３
２
６

本

本

本

く
ら
し
・
手
続
き

広 告 掲 載 欄


